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○
 
第

3
3
条

２
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

特
定

配
当

等
及

び
特

定
株

式
等

譲
渡

所
得

金
額

に
係

る
所

得
に

つ
い

て
、

提
出

さ
れ

た
申

告
書

に
記

載
さ

れ
た

事
項

そ
の

他
の

事
情

を
勘

案
し

て
、

町
長

が
課

税
方

式
を

決
定

で
き

る
こ

と
を

明
確

化

○
 
第

3
4
条

の
9

３
　

規
定

の
整

備
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

第
3
3
条

の
改

正
に

伴
う

所
要

の
規

定
の

整
備

○
 
第

4
8
条

４
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

（
法
人
町
民
税
の
申
告
納
付
）

延
滞

金
の

計
算

の
基

礎
と

な
る

期
間

に
係

る
規

定
の

整
備

○
 
第

5
0
条

５
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

延
滞

金
の

計
算

の
基

礎
と

な
る

期
間

に
係

る
規

定
の

整
備

　

○
 
第

6
1
条

⑧
６

　
法

規
定

の
新

設
及

び
法

律
改

正
に

あ
わ

せ
て

改
正

《
平

成
2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

震
災

等
に

よ
り

滅
失

等
し

た
償

却
資

産
に

代
わ

る
償

却
資

産
等

に
対

す
る

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

の
特

例
に

つ
い

て
規

定

○
 
第

6
1
条

の
2

７
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
新

設
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

わ
が

ま
ち

特
例

の
割

合
を

定
め

る
規

定

※
家

庭
的

保
育

、
居

宅
訪

問
型

保
育

、
事

業
所

内
保

育
事

業
に

係
る

家
屋

及
び

償
却

資
産

の
課

税
標

準
額

に
つ

い
て

　
の

規
定

の
整

備

○
 
第

6
3
条

の
2

８
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

　
居

住
用

超
高

層
建

築
物

に
係

る
税

額
の

按
分

方
法

に
つ

い
て

、
現

行
の

区
分

所
有

に
係

る
家

屋
と

同
様

、
区

分
所

有
者

全
員

の
協

議

に
よ

る
補

正
の

方
法

の
申

出
に

つ
い

て
規

定

○
 
第

6
3
条

の
3

９
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

被
災

市
街

地
復

興
推

進
地

域
に

定
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

震
災

等
発

生
後

4
年

度
分

に
限

り
、

所
有

者
の

申
出

に
よ

り
従

前
の

共
用

土

地
に

係
る

税
額

の
按

分
方

法
と

同
様

の
扱

い
を

受
け

る
よ

う
に

す
る

た
め

の
規

定
の

整
備

。

（
施
行
規
則
第
1
5
条
の
3
第
3
項
並

び
に
第
1
5
条
の
3
の
2
第
4
項
及
び
第

5
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法
の

申
出
）

（
法
人
町
民
税
に
係
る
不
足
税
額

の
納
付
の
手
続
き
）

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所

得
割
額
の
控
除
）

江
 
差

 
町

 
税

 
条

 
例

 
 
の

 
一

 
部

 
改

 
正

 
の

 
概

 
要

改
正

税
目

等
改

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
概

　
　

　
　

　
　

　
要

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
）

（
法
第
3
4
9
条
の
3
第
2
8
項
等
の
条

例
で
定
め
る
割
合
）

（
法
第
3
5
2
条
の
2
第
5
項
及
び
第
6

項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
税
額

の
按
分
の
申
出
）

1

資料１



○
 
第

7
4
条

の
2

1
0
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

被
災

市
街

地
復

興
支

援
地

域
に

定
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

震
災

等
発

生
後

4
年

度
分

に
限

り
特

例
を

適
用

す
る

常
設

規
定

○
 
附

則
第

5
条

1
1
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

3
1
年

1
月

1
日

施
行

》

控
除

対
象

配
偶

者
の

定
義

の
変

更
に

伴
う

規
定

の
整

備

○
 
附

則
第

8
条

1
2
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

肉
用

牛
の

売
却

に
よ

る
事

業
所

得
に

係
る

課
税

の
特

例
に

つ
い

て
、

適
用

期
間

を
3
年

間
延

長
す

る
も

の

○
 
附

則
第

1
0
条

1
3
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正

○
 
附

則
第

1
0
条

の
2

1
4
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
及

び
新

設
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

わ
が

ま
ち

特
例

の
割

合
を

定
め

る
規

定

※
特

定
事

業
者

内
保

育
施

設
及

び
都

市
緑

地
法

の
規

定
に

よ
り

整
備

さ
れ

た
土

地
に

係
る

固
定

資
産

税
の

特
例

に
つ

い

　
 て

新
た

に
新

設

※
附

則
第

1
0
条

の
2
第

1
8
項

に
限

り
、

都
市

緑
地

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
の

日
か

ら
施

行

○
 
附

則
1
0
条

の
3

1
5
　

法
規

定
の

新
設

に
あ

わ
せ

て
新

設
及

び
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

耐
震

改
修

が
行

わ
れ

た
認

定
長

期
優

良
住

宅
等

に
対

す
る

固
定

資
産

税
の

減
額

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

提
出

す
る

申
告

書
に

つ
い

て

規
定

○
 
附

則
1
6
条

1
6
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

軽
自

動
車

税
の

グ
リ

ー
ン

化
特

例
（
軽

課
）
に

つ
い

て
、

適
用

期
限

を
2
年

延
長

す
る

も
の

○
 
附

則
1
6
条

の
2

1
7
　

法
規

定
の

新
設

に
あ

わ
せ

て
新

設
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

軽
自

動
車

税
の

賦
課

徴
収

の
特

例
に

つ
い

て
規

定

○
 
附

則
1
6
条

の
3

1
8
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

特
定

配
当

等
に

係
る

所
得

に
つ

い
て

、
提

出
さ

れ
た

申
告

書
に

記
載

さ
れ

た
事

項
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案

し
て

、
町

長
が

課
税

方
式

を

決
定

で
き

る
こ

と
を

明
確

化
。

（
被
災
住
宅
用
地
の
申
告
）

（
個
人
町
民
税
の
所
得
割
の
非
課

税
の
範
囲
等
）

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所

得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）

（
法
附
則
第
1
5
条
第
2
項
第
1
号
等

の
条
例
で
定
め
る
割
合
）

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資

産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）

（
読
替
規
定
）

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特

例
）

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得

等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）

2



○
 
附

則
1
7
条

の
2

1
9
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

優
良

住
宅

の
造

成
等

の
た

め
に

土
地

等
を

譲
渡

し
た

場
合

の
長

期
譲

渡
所

得
に

係
る

課
税

の
特

例
に

つ
い

て
、

適
用

期
限

を
3
年

間

延
長

す
る

も
の

○
 
附

則
第

2
0
条

の
2

2
0
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

特
例

適
用

配
当

等
に

係
る

所
得

に
つ

い
て

、
提

出
さ

れ
た

申
告

書
に

記
載

さ
れ

た
事

項
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案

し
て

、
町

長
が

課
税

方

式
を

決
定

で
き

る
こ

と
を

明
確

化

○
 
附

則
第

2
0
条

の
3

2
1
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

条
約

適
用

配
当

等
に

係
る

所
得

に
つ

い
て

、
提

出
さ

れ
た

申
告

書
に

記
載

さ
れ

た
事

項
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案

し
て

、
町

長
が

課
税

方

式
を

決
定

で
き

る
こ

と
を

明
確

化

○
 
平

成
2
6
年

改
正

附
則

2
2
　

規
定

の
整

備
《

平
成

3
1
年

1
0
月

1
日

施
行

》

　
 
第

６
条

附
則

第
1
6
条

の
改

正
に

伴
う

所
要

の
規

定
の

整
備

○
 
平

成
2
8
年

改
正

第
1
条

の
2

2
3
　

法
律

改
正

に
あ

わ
せ

て
改

正
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

第
1
6
条

の
2
を

削
る

規
定

○
 
平

成
2
8
年

改
正

第
２

条
2
4
　

規
定

の
整

備
《

平
成

2
9
年

4
月

1
日

適
用

》

附
則

第
1
6
条

の
改

正
に

伴
う

所
要

の
規

定
の

整
備

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適

用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税

の
課
税
の
特
例
）

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適

用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税

の
課
税
の
特
例
）

（
優
良
住
宅
の
造
成
等
の
た
め
に

土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期

譲
渡
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税

の
特
例
）

3



 

江
差

町
税

条
例

 
新

旧
対

照
表

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

第
３
３
条
 
（
略
）
 

第
３
３
条
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
４
月
１
日

の
属
す
る
年
度
分
の
特
定
配
当
等
申
告
書
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次

に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
。
）
に
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
施
行
規
則
に
定

め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
特
定
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、

当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ

た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
、
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
 
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定

配
当
等

に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の

翌
年

の
４

月
１
日

の
属
す
る
年
度
分
の
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期

限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納

税
通
知

書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含

む
。
）
に
特
定
配
当
等
に
係

る
所
得

の
明
細
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
施

行
規

則
に

定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

と
き
（

こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記

載
が

な
い

こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を

含
む

。
）

は
、

当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2
)
 
第
3
6
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

確

定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌

年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
申
告
書
（
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

６
 
前
項
の
規
定
は
、
特
定

株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得

が
生

じ
た

年
の
翌

年
の
４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い

て
町
民

税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ

れ
る

時
ま

で
に

4



 

提
出
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
に
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る

事
項
そ
の
他
施
行
規
則
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
特
定
株
式
等
譲
渡

所
得
金
額
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に

係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申

告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
こ
の
項
の
規

定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。
 

(
1
)
 
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定

申
告
書
を
含
む
。
）
に
特
定

株
式
等

譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得

の
明

細
に

関
す

る
事
項
そ
の
他
施
行
規
則
に

定
め
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（

こ
れ

ら
の

申
告

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き

を
含
む

。
）
は
、
当
該
特
定
株
式
等

譲
渡

所
得

金
額

に
係
る
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2
)
 
第
3
6
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

確

定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
）
 

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲

渡
所
得
割

額
の

控
除
）
 

第
３
４
条
の
９
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
第
3
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
配

当
等
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ
い
て
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規
定
に
よ
り
配
当

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
又
は
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金

額
申
告
書
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算

の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
つ
い
て
同
節
第
６
款
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
配
当
割

額
又

は
当
該

株
式

等
譲

渡
所

得
割

額
に

５
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
3
4

条
の
３
及
び
前
３
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
３
４
条
の
９
 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
第
3
3
条
第
４
項
の
申
告
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
記
載
し
た
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
た
特
定
配
当
等
の
額
に
つ

い
て
法

第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規

定
に

よ
り

配
当

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
又
は
同
条
第
６
項
の
申
告
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に
記
載
し
た
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算

の
基
礎
と
な
っ
た
特
定
株
式

等
譲
渡

所
得
金
額
に
つ
い
て
法
第
２

章
第

１
節

第
６

款
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
譲

渡
所
得

割
額
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は

、
当

該
配

当
割

額
又

は
当
該

株
式

等
譲

渡
所

得
割

額
に

５
分

の
３

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
3
4

条
の
３
及
び
前
３
条
の
規
定

を
適
用

し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控

除
す

る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
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（
法
人
の
町
民
税
の
申
告
納
付
）
 

（
法
人
の
町
民
税
の
申
告
納
付
）
 

第
４
８
条
 
町
民
税
を
申
告
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
１

項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
1
9
項
、
第
2
2
項
及
び
第
2
3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
1
9
項
及
び
第
2
3
項
の
申
告
納
付
に
あ

つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま
で
に
、
同
条
第
2
2
項
の
申
告

納
付
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
町
長
に
提
出
し
、
及

び
そ
の
申
告
に
係
る
税
金
又
は

同
条
第
１
項
後
段
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
 
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
申
告
書
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
2
2
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ

り
 
 
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
８
条
 
町
民
税
を
申
告
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
１

項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
1
9
項
、
第
2
2
項
及
び
第
2
3
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

を
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
、
第
1
9
項
及
び
第
2
3
項
の
申
告
納
付
に
あ

つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
ま
で
に
、
同
条
第
2
2
項
の
申
告

納
付
に
あ
つ
て
は
遅
滞
な
く
町
長
に

提
出
し

、
及
び

そ
の
申
告
に

係
る
税
金

又
は

同
条
第
１
項
後
段
及
び
第
３
項
の
規

定
に
よ

つ
て
、

提
出
が
あ
っ

た
も
の
と

み
な

さ
れ
る
申
告
書
に
係
る
税
金
を
施
行
規
則
第
2
2
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ

つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法

人
又
は
外
国
法
人
が
、
外
国
の
法
人
税
等
を
課
さ
れ
た
場
合
に
は
 
 
 
 
 
 
、
法
第
3

2
1
条
の
８
第
2
4
項
及
び
令
第
4
8
条
の
1
3
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ

き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
本
店
若

し
く
は
主

た
る
事
務
所

若
し
く
は
事

業
所
を
有

す
る

法

人
又
は
外
国
法
人
が
、
外
国
の
法

人
税
等
を

課
さ

れ
た

場
合

に
お
い

て
は
、
法
第
3

2
1
条
の
８
第
2
4
項
及
び
令
第
4
8
条
の
1
3
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
控
除
す
べ

き
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り

申
告
納

付
す
べ
き
法
人
税
割
額
か
ら

控
除

す
る

。
 

３
 
法
第
3
2
1
条
の
８
第
2
2
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
2
1
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
税
金
を
納
付
す
る
場
合

に
は
 
 
 
 
 
 
、
当
該
税
金
に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項

の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す

る
。
第
５
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の

日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
同

条
第
2
3
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期

限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
期
間
の

末
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7
.
3
パ
ー
セ

ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
加
算
し
て
施
行

規
則
第
2
2
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
 
 
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
法
第
3
2
1
条
の
８
第
2
2
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
同
条
第
2
1
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ

。
）
に

係
る
税
金
を

納
付
す
る

場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
税
金
に
係
る
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項

の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長

が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ

た
納

期
限

と
す

る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の

日
数
に
応
じ
、
当
該
税
額
に
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（
申
告
書
を
提
出
し
た
日
（
同

条
第
2
3
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
そ
の
提
出
期

限
前
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は

 
当
該

提
出
期
限
）
ま
で
の
期
間
又

は
そ

の
期

間
の

末
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7
.
3
パ
ー
セ

ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た

金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を

加
算

し
て

施
行

規
則
第
2
2
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
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５
 

第
３
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
2
2
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
（
当

該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は

第
1
9
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）

が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税

額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
後
に
、
当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た

と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
修
正
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当

該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達

す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を

免
れ
た
法
人
が
法
第
3
2
1
条
の
1
1
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ

る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
又
は
令
第
4
8
条

の
1
6
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に

限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

５
 

第
３
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
2
2
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正

申
告
書
」

と
い

う
。
）

の
提
出
が
あ

っ
た
と
き

（
当

該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民

税
に
つ
い

て
同

条
第
１

項
、
第
２
項

、
第
４
項

又
は

第
1
9
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ

の
項
に
お
い

て
「
当

初
申
告

書
」
と

い
う

。
）

が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ

、
当
該
当

初
申

告
書
の

提
出
に
よ
り

納
付
す
べ

き
税

額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ

れ
に
類
す

る
も

の
を
含

む
。
以
下
こ

の
項
に
お

い
て

「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）

が
あ
つ
た

後
に

、
当
該

修
正
申
告
書

が
提
出
さ

れ
た

と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該

修
正
申
告

書
の

提
出
に

よ
り
納
付
す

べ
き
税
額

（
当

該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額

（
還
付
金

の
額

に
相
当

す
る
税
額
を

含
む
。
）

に
達

す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を

免
れ
た
法
人
が
法
第
3
2
1
条
の
1
1
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
が
あ

る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
提
出
し
た
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
又
は
令
第
4
8
条

の
1
6
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
町
民
税
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に

限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算

の
基
礎

と
な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る

。
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

６
 
法
人
税
法
第
7
4
条
第
１
項
又
は
第
1
4
4
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
法
人

税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
7
5
条
の
２
第
１
項

（
同
法
第
1
4
4
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
5
2

条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、

同
法
第
7
5
条
の
２
第
９
項
（
同
法
第
1
4
4
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
法

第
7
5
条
の
２
第
９
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
申
告
書
に
係
る
法
人
税
額
の
課

税
標
準
の
算
定
期
間
に
限
り
、
当
該
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
法

人
税
割
額
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
納
付
す
べ
き
均
等
割
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人

税
額

に
つ
い

て
 

同
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
い

も
の

と
み

な
し

て
、

第
1
8

６
 
法
人
税
法
第
7
4
条
第
１
項
又
は
第
1
4
4
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
法
人

税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
7
5
条
の
２
第
１
項

（
同
法
第
1
4
5
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
5
2

条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も

の
に

つ
い

て
、

同
法
第
7
5
条
の
２
第
７
項
（
同
法
第
1
4
5
条
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。

）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に

は
、

同
法

第
7
5
条
の
２
第
７
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
申
告
書
に
係
る
法
人
税
額
の
課

税
標
準
の
算
定
期
間
に
限
り

、
当
該

法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
し

て
算

定
し

た
法

人
税
割
額
及
び
こ
れ
と
併
せ

て
納
付

す
べ
き
均
等
割
額
に
つ
い
て

は
、

当
該

法
人

税
額

に
つ
い

て
、

同
条

第
１

項
の

規
定

の
適

用
が

な
い

も
の

と
み

な
し

て
、

第
1
8

7



 

条
の
２
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

条
の
２
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

７
 
法
人
税
法
第
8
1
条
の
2
2
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

い
る
も
の
が
、
同
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
及

び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
(
同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に

規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
第
5
0
条
第
３
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
連
結
子
法
人
(
同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連

結
子
法
人
を
い
う
。
第
5
0
条
第
３
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
(
連

結
申
告
法
人
(
同
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
。
第
5
2
条

第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
４
項

の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
申
告
書
に
係
る
連
結
法
人
税
額
(
法
第
3
2
1
条
の
８
第

４
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
(
当
該
法
人
の
連
結
事
業
年
度
に
該
当

す
る
期
間
に
限
る
。
第
5
2
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
限
り
、
当
該
連
結
法
人

税
額
に
係
る
個
別
帰
属
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た
法
人
税
割
額
及

び
こ
れ
と
併
せ
て
納
付
す
べ
き
均
等
割
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
結
法
人
税
額
に

つ
い
て
法
人
税
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
み
な
し

て
、
第
1
8
条
の
2
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
 
法
人
税
法
第
8
1
条
の
2
2
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
提

出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
で
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

い
る
も
の
が
、
同
条
第
４
項

の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は

、
当

該
法

人
及

び
当
該
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
(
同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
７
に

規
定
す
る
連
結
完
全
支
配
関
係
を
い
う
。
第
5
0
条
第
３
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
連
結
子
法
人
(
同
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
に
規
定
す
る
連

結
子
法
人
を
い
う
。
第
5
0
条
第
３
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
(
連

結
申
告
法
人
(
同
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
。
第
5
2
条

第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
8
1
条
の
2
4
第
４
項

の
規
定
の
適
用
に
係
る
当
該
申
告
書
に
係
る
連
結
法
人
税
額
(
法
第
3
2
1
条
の
８
第

４
項
に
規
定
す
る
連
結
法
人
税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
5
2
条
第
２
項
に

お
い
て
同
じ
。
)
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
(
当
該
法
人
の
連
結
事
業
年
度
に
該
当

す
る
期
間
に
限
る
。
第
5
2
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
限
り
、
当
該
連
結
法
人

税
額
に
係
る
個
別
帰
属
法
人

税
額
を

課
税
標
準
と
し
て
算
定
し
た

法
人

税
割

額
及

び
こ
れ
と
併
せ
て
納
付
す
べ

き
均
等

割
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
連

結
法

人
税

額
に

つ
い
て
法
人
税
法
第
8
1
条
の
2
4
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
み
な
し

て
、
第
1
8
条
の
2
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
法
人
の
町
民
税
に
係
る
不
足
税
額
の
納
付
の
手
続
）
 

（
法
人
の
町
民
税
に
係
る
不

足
税
額
の

納
付

の
手
続

）
 

第
５
０
条
 
法
人
の
町
民
税
の
納
税
者
は
、
法
第
3
2
1
条
の
1
2
の
規
定
に
基
づ
く
納
付

の
告
知
を
受
け
た
場
合
に
は
 
 
 
 
 
 
、
当
該
不
足
税
額
を
当
該
通
知
書
の
指
定
す

る
期
限
ま
で
に
、
施
行
規
則
第
2
2
号
の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に
よ
り
 
 
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
０
条
 
法
人
の
町
民
税
の
納
税
者
は
、
法
第
3
2
1
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
く
納
付

の
告
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
は

、
当
該
不
足
税
額
を
当
該
通

知
書

の
指

定
す

る
期
限
ま
で
に
、
施
行
規
則

第
2
2
号

の
４
様
式
に
よ
る
納
付
書
に

よ
つ

て
納

付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
税
額
に
 

法
第
3
2
1
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項
の
納
期
限
（
同
条
第
2
3
項
の
申
告
納
付
に
係
る
法
人

税
割
に
係
る
不
足
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
第
１
項
、
第
２
項
又
は
第
４
項

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
税
額
に
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
１
項
、
第

２
項
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項
の
納
期
限
（
同
条
第
2
3
項
の
申
告
納
付
に
係
る
法
人

税
割
に
係
る
不
足
税
額
が
あ

る
場
合

に
は
、
同
条
第
１
項
、
第
２

項
又

は
第

４
項

8



 

の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期

限
と
す
る
。
第
４
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納
期
限
ま
で
の
期
間
又
は

当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年
7
.
3

パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

の
納
期
限
と
し
、
納
期
限
の

延
長
が
あ

つ
た

場
合
に

は
、
そ
の
延

長
さ
れ
た

納
期

限
と
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
1
4
.
6
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
の
納
期
限
ま
で
の
期
間
又
は

当
該
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１

月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て

は
、
年
7
.
3

パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗

じ
て
計

算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延

滞
金

額
を

加
算

し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
納
付
す
べ
き
税
額
を
増
加
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
増
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ

つ
た
と
き
（
当
該
増
額
更
正
 
 
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
法
第
3
2
1
条
の
８
第
１

項
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は
第
1
9
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
当
初
申
告

書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
後
に
、

当
該
増
額
更
正
が
あ
っ
た
 
 
 
 
 
 
と
き
に
限
る
。
）
は

、
当

該
増
額
更
正
 
 
 
 
 
 
 

 
 
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
（
当
該
当
初
申
告
書
に
係
る
税
額
（
還
付
金
の
額
に

相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税
額
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他

不
正
の
行
為
に
よ
り
町
民
税
を
免
れ
た
法
人
に
つ
い
て
さ
れ
た
当
該
増
額
更
正
に

よ
り
納
付
す
べ
き
町
民
税
又
は
令
第
4
8
条
の
1
5
の
５
第
４
項
に
規
定
す
る
町
民
税

に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の
計
算
の
基
礎
と

な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

４
 

第
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
3
2
1
条
の
８
第
2
2
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
修
正
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
あ

つ
た
と
き
（
当
該
修
正
申
告
書
に
係
る
町
民
税
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
、
第
２
項
、
第
４
項
又
は

第
1
9
項

に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「
当
初
申
告
書
」
と
い
う

。
）
が

提
出
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

当
該

当
初

申
告

書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ

き
税
額

を
減
少
さ
せ
る
更
正
（
こ
れ

に
類

す
る

も
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「

減
額
更
正
」
と
い
う
。
）
が

あ
っ

た
後

に
、

当
該
修
正
申
告
書
が
提
出
さ

れ
た
と

き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
修

正
申

告
書

の
提

出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額

（
当
該

当
初
申
告
書
に
係
る
税
額
（

還
付

金
の

額
に

相
当
す
る
税
額
を
含
む
。
）
に
達
す
る

ま
で
の
部
分
に
相
当
す
る
税

額
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
次
に
掲
げ
る
期
間
（
詐
偽
そ
の
他

不
正

の
行
為

に
よ

り
町

民
税

を
免

れ
た

法
人

が
提

出
し

た
修

正
申

告
書

に
係

る
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
民
税
又
は
令
第
4
8
条
の
1
5
の
５
第
３
項
に
規
定
す
る
町
民
税

に
あ
つ
て
は
、
第
１
号
に
掲

げ
る
期

間
に
限
る
。
）
を
延
滞
金
の

計
算

の
基

礎
と

な
る
期
間
か
ら
控
除
す
る
。
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請
求
に
基

づ
く
も
の
（
法
人
税
に
係
る
更
正
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
又
は

法
人
税
に
係
る
更
正
（
法
人
税
に
係
る
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）

(
2
)
 
当
該
減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
（
当
該
減
額
更
正
が
、
更
正
の
請
求
に
基

づ
く
も
の
（
法
人
税
に

係
る
更
正
に

よ
る
も
の
を

除
く
。
）

で
あ

る
場

合
又

は

法
人
税
に
係
る
更
正
（
法

人
税
に
係
る

更
正

の
請
求

に
基
づ
く
も

の
に
限
る
。
）
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に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

減
額
更
正
の
通
知
を
し
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日
）
の
翌
日
か
ら
当
該
増
額
更
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
の
通
知
を
し
た
日
（
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又
は
法
人

税

に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
更
正
に
係
る
も
の
に
あ

つ

て
は
、
当
該
修
正
申
告
書
を
提
出
し
た
日
又
は
国
の
税
務
官
署
が
更
正
若
し

く

は
決
定
の
通
知
を
し
た
日
）
ま
で
の
期
間
 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
減
額
更
正

の
通
知
を

し
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
日

）
の
翌
日
か
ら

当
該
修
正

申
告
書
に

係
る
更

正
の
通
知
を
し
た
日
ま
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
期
間
 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
）
 

（
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

）
 

第
６
１
条
 
（
略
）
 

第
６
１
条
 
（
略
）
 

２
～
７
 
（
略
）
 

２
～
７
 
（
略
）
 

８
 
法
第
3
4
9
条
の
３
又
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9
条
の
５
ま
で
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
前
各

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
3
4
9
条
の
３
又
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3
4
9

条
の
５
ま
で
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

８
 
法
第
3
4
9
条
の
３
、
第
3
4
9
条
の
４
又
は
第
3
4
9
条
の
５
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
固
定
資
産
に

対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準

は
、

前
７

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
3
4
9
条
の
３
、
第

3
4
9
条
の
４
又
は
第
3
4
9
条
の
５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

９
・
1
0
 
（
略
）
 

９
・
1
0
 
（
略
）
 

（
法
第
3
4
9
条
の
３
第
2
8
項
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
６
１
条
の
２
 

法
第
3
4
9
条
の
３
第
2
8
項

に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

２
 
法
第
3
4
9
条
の
３
第
2
9
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１

と
す
る
。
 

３
 
法
第
3
4
9
条
の
３
第
3
0
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１

と
す
る
。
 

 

（
施
行
規
則
第
1
5
条
の
３
第
３
項
並
び
に
第
1
5
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５
項

の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法
の
申
出
）
 

（
施
行
規
則
第
1
5
条
の
３
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法

の
申
出

）
 

第
６
３
条
の
２
 
施
行
規
則
第
1
5
条
の
３
第
３
項
並
び
に
第
1
5
条
の
３
の
２
第
４
項

及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法
の
申
出
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
区
分
所

第
６
３
条
の
２
 
施
行
規
則

第
1
5
条

の
３
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法
の
申
出
は
、
当
該
家
屋
に
係
る
区
分
所
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有
者
の
代
表
者
が
毎
年
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
出
書
を
 
町
長
に
提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

有
者
の
代
表
者
が
毎
年
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
出
書
を
、
町
長
に
提
出
し

て
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 

区
分
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
各
区
分
所
有
者
の
家
屋
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る

法
律
第
1
4
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
割
合
 

(
3
)
 
区
分
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
各
区
分
所
有
者
の
家
屋
の
区
分
所

有
者
全
員
の
共
有
に
属
す
る
共
用

部
分
に
係
る
建

物
の
区
分

所
有
等
に

関
す
る

法
律
第
1
4
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
割
合
 

(
4
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
法
第
3
5
2
条
の
２
第
５
項
及
び
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
税
額
の
按
分

の
 
 
申
出
）
 

（
法
第
3
5
2
条
の
２
第
５
項
及
び
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん

分
の
申
出
）
 

第
６
３
条
の
３
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
１
項
第
１
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
共
用

土
地
で
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
固
定
資
産
税
額

の
按あ

ん

分
の
 
 
申
出
は
、
同
項
に

規
定
す
る
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
代
表
者
が
毎
年
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
町
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
６
３
条
の
３
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
１
項
第
１
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
同

項
に
規
定

す
る

共
用
土

地
で
同
項
第

２
号
に
掲

げ
る

要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
に

係
る
固
定

資
産

税
額
の

あ
ん
分
の
申

出
は
、
同

項
に

規
定
す
る
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
代
表
者
が
毎
年
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
出
書

を
町
長
に
提
出
し
て
行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 

法
第
3
5
2
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
按
分
す
る
 
 
場
合
に
用
い
ら
れ
る

割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び
当
該
割
合
の
算
定
方
法
 

(
5
)
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ん
分
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る

割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び

当
該
割
合
の
算

定
方
法
 

２
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う

。
）
に
係
る
固
定
資
産
税
額
の

按
分
の
 
 
申
出
は
、
同
条
第
６
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

（
第
５
号
及
び
第
４
項
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）

の
代
表
者
が
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
年
度
（
第
３
号
及
び

第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
 
「
被
災
年
度
」
と
い
う
。
）
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度

２
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
共
用
土
地
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
特
定
被
災
共
用
土

地
」
と

い
う
。

）
に
係
る
固

定
資
産
税

額
の

あ
ん
分
の
申
出
は
、
同
条
第
６
項
に

規
定
す

る
特
定

被
災
共
用
土

地
納
税
義

務
者

（
第
５
号
及
び
第
４
項
に
お

い
て
「
特
定
被

災
共
用
土

地
納
税
義
務

者
」
と

い
う
。
）

の
代
表
者
が
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
年
度
（
第
３
号
及
び

第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
、
「
被
災
年
度
」
と
い
う
。
）
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
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（
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
の
指
示
等
（
第
7
4
条
の
２
に
お

い
て
「
避
難
の
指
示
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
3
4
9
条

の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
等
解
除
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
7
4
条
の
２

に
お
い
て
「
避
難
等
解
除
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
が
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３

第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
年
（
第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
「
被
災
年
」
と
い
う
。
）

の
翌
年
以
後
の
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
被
災
年
度
の
翌
年
度
か
ら
避
難
等
解
除

日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と

す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
と
し
、
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
被
災

市
街
地
復
興
推
進
地
域
（
第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
「
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域
」

と
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
た
場
合
（
避
難
の
指
示
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

避
難
等
解
除
日
の
属
す
る
年
が
被
災
年
の
翌
年
以
後
の
年
で
あ
る
と
き
を
除
く
。

第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
当
該
被
災
年
度
の
翌
年
度
か
ら
被
災
年

の
１
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
４
年
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で

の
各
年
度
と
す
る
。
）
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
４
号
に
掲
げ
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

た
申
出
書
を
町
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
の
指
示
等
（
第
7
4
条
の
２
に
お

い
て
「
避
難
の
指
示
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
3
4
9
条

の
３
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
避
難
等
解
除
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
7
4
条
の
２

に
お
い
て
「
避
難
等
解
除
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
が
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３

第
１
項
に
規
定
す
る
被
災
年
（
第
7
4
条
の
２
に
お
い
て
「
被
災
年
」
と
い
う
。
）

の
翌
年
以
後
の
年
で
あ
る
と

き
は
、
当

該
被

災
年
度

の
翌
年
度
か

ら
避
難
等

解
除

日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
以
後
３
年
 
 
 
 
 
 
 
 
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と

す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

か
つ
、

第
４
号
に
掲
げ
る
事
実
を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
た
申
出
書
を
町
長
に
提

出
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)
～
(
5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 

法
第
3
5
2
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
按
分
す
る
 
 
場
合
に
用
い
ら
れ
る

割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び
当
該
割
合
の
算
定
方
法
 

(
6
)
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ん
分
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る

割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び

当
該
割
合
の
算

定
方
法
 

３
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と
み
な
さ
れ
た

法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定
資
産
税

額
の
按
分
 
 
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
「
同
条
第
６
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
６
項
」
と
、
「
特
定

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者
」
と
、

「
特
定
被
災
共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
規
定
す
る
特
定
仮
換
地
等
の
」

と
、
「
特
定
被
災
共
用
土
地
に
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
に
規
定
す
る
特
定
仮
換
地

３
 
法
第
3
5
2
条
の
２
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
被
災
共
用
土
地
と
み
な
さ
れ
た

法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定
資
産
税

額
の
あ
ん
分
の
申
出
に
つ
い

て
は
、
前

項
中

「
同
条

第
６
項
」
と

あ
る
の
は

「
同

条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
６
項

」
と

、
「

特
定

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

」
と
あ

る
の
は
「
特

定
仮
換
地
等
納

税
義

務
者

」
と
、

「
特
定
被
災
共
用
土
地
の
」
と
あ
る
の

は
「
次
項

に
規
定
す

る
特
定
仮

換
地

等
の
」

と
、
「
特
定
被
災
共
用
土
地

に
」
と

あ
る
の
は
「
次
項
に
規
定
す

る
特

定
仮

換
地
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等
に
対
応
す
る
従
前
の
土
地
で
あ
る
特
定
被
災
共
用
土
地
に
」
と
し
て
、
前
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。
 

等
に
対
応
す
る
従
前
の

土
地
で
あ
る
特

定
被
災
共
用

土
地
に
」
と

し
て
、
前

項
の

規
定
を
適
用
す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
被
災
住
宅
用
地
の
申
告
）
 

（
被
災
住
宅
用
地
の
申
告
）
 

第
７
４
条
の
２
 
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
及
び
同
条
第
３
項
（
同
条
第
４
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
第
５
号
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
被
災
年
度
の
翌
年
度
又

は
翌
々
年
度
（
避
難
の
指
示
等
が
行
わ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、
避
難
等
解
除
日
の

属
す
る
年
が
被
災
年
の
翌
年
以
後
の
年
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
被
災
年
度
の
翌
年

度
か
ら
避
難
等
解
除
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日

か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過
す

る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
と
し
、
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地

域
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
被
災
年
度
の
翌
年
度
か
ら
被
災
年
の
１
月
１

日
か
ら
起
算
し
て
４
年
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度

と
す
る
。
）
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
、
か
つ
、
第
４
号
に
掲
げ
る
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た
申
告
書
を
町
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
４
条
の
２
 
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
（
同
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
及
び
同
条
第
３
項
（
同

条
第
４
項

に
お

い
て
準

用
す
る
場
合

を
含
む
。

）
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る

場
合

を
含
む

。
第
５
号
及

び
次
項
に

お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ

う
と

す
る
者

は
、
被
災
年

度
の
翌
年

度
又

は
翌
々
年
度
（
避
難
の
指
示

等
が
行
わ

れ
た

場
合
に

お
い
て
、
避

難
等
解
除

日
の

属
す
る
年
が
被
災
年
の
翌
年

以
後
の
年

で
あ

る
と
き

は
、
当
該
被

災
年
度
の

翌
年

度
か
ら
避
難
等
解
除
日
の
属
す
る
年
の
１
月
１
日
以
後
３
年
 
 
 
 
 
 
 
 
を
経
過
す

る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
）
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
、
か
つ
、
第
４
号
に
掲
げ

る
事
実

を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た

申
告

書
を

町
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

２
 
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
被
災
年

度
の
翌
年
度
分
又
は
翌
々
年
度
分
（
避
難
の
指
示
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、

避
難
等
解
除
日
の
属
す
る
年
が
被
災
年
の
翌
年
以

後
の
年
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

被
災
年
度
の
翌
年
度
か
ら
避
難
等
解
除
日
の
属
す

る
年
の
１
月
１
日
か
ら
起
算
し

て
３
年
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
と
し
、
被
災

市
街
地
復
興
推
進
地
域
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
被
災
年
度
の
翌
年
度
か

ら
被
災
年
の
１
月
１
日
か
ら
起
算
し
て
４
年
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る

２
 
法
第
3
4
9
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
係
る
被
災
年

度
の
翌
年
度
分
又
は
翌
々
年
度
分
（
避
難
の

指
示
等
が

行
わ
れ
た
場
合

に
お
い
て
、

避
難
等
解
除
日
の
属
す
る
年
が
被
災

年
の
翌

年
以
後

の
年
で
あ
る

と
き
は
、

当
該

被
災

年
度
の

翌
年

度
か

ら
避

難
等

解
除

日
の

属
す

る
年

の
１

月
１

日
以

後
３

年
 
 

 
 
 
 
 
 
を
経
過
す
る
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
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年
度
ま
で
の
各
年
度
分
と
す
る
。
）
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
個
人
の
町
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）

 
（
個
人
の
町
民
税
の
所
得
割

の
非
課
税

の
範

囲
等
）

 

第
５
条
 
当
分
の
間
、
町
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年

の
所
得
に
つ
い
て
第

3
3
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金

額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

3
5

0
,0

0
0
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者

及
び
扶
養
親
族
の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生

計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に

3
2

0
,0

0
0
円
を
加
算

し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
第

2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
町
民
税
の
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。

 

第
５
条
 
当
分
の
間
、
町
民

税
の
所
得

割
を
課
す
べ

き
者
の
う
ち

、
そ
の
者

の
前

年

の
所
得
に
つ
い
て
第

3
3
条

の
規
定
に

よ
り
算
定
し

た
総
所
得

金
額

、
退

職
所

得
金

額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合

計
額
が
 

3
5

0
,0

0
0
円

に
そ

の
者
の
控

除
対
象
配
偶

者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に
１

を
加
え

た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（

そ
の

者
が

控
除

対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族

を
有
す

る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に

3
2

0
,0

0
0
円

を
加

算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る

者
に
対

し
て
は
、
第

2
3
条
第

１
項
の
規

定
に
か
か
わ

ら
ず
、
町
民
税
の
所
得
割
（

分
離
課

税
に
係
る
所

得
割
を
除

く
。
）
を
課
さ
な
い

。
 

２
・
３
 
（
略
）

 
２
・
３
 
（
略
）

 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事

業
所
得
に

係
る

町
民
税

の
課
税
の
特

例
）
 

第
８
条
 
昭
和
5
7
年
度
か
ら
平
成
3
3
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
3
6
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が

送
達

さ
れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及

び
そ

の
時

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

第
3
6

条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の

売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
2
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に

関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
を
免
除
す

る
。
 

第
８
条
 
昭
和
5
7
年
度
か
ら
平
成
3
0
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第
６
条
第
４
項

に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
3
6
条
の

２
第

１
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ

の
提
出

期
限
後
に
お
い
て
町
民
税
の

納
税

通
知

書
が

送
達

さ
れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ

た
も

の
及

び
そ

の
時

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

第
3
6

条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告

書
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に

肉
用

牛
の

売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
2
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に

関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

と
き
（

こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記

載
が

な
い

こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を

含
む

。
次

項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該

事
業
所

得
に
係
る
町
民
税
の
所
得
割

の
額

を
免

除
す

る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
読
替
規
定
）
 

（
読
替
規
定
）
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第
１
０
条
 
法
附
則
第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
３
の
２
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
各

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
6
1
条
第
８
項
中
「
又
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か

ら
第
3
4
9
条
の
５
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
若
し
く
は
第
3
4
9
条
の
３
の
４
か
ら
第
3

4
9
条
の
５
ま
で
又
は
法
附
則
第
1
5
条
か
ら
第
1
5
条
の
３
の
２
ま
で
」
と
す
る
。
 

第
１
０
条
 

法
附
則
第
1
5
条
、
第

1
5
条
の
２
又
は
第
1
5
条
の
３
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
第
6
1
条
第
８
項
中
「
又
は
第
3
4
9
条
の
５
」

と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
 
 
第
3
4
9
条
の
５
又
は
法
附
則
第
1
5
条
、
第

1
5
条
の
２

若

し
く
は
第
1
5
条
の
３
」
と
す
る
。
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
1
5
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
１
０
条
の
２
 
（
略
）
 

第
１
０
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
1
5
条
第
2
8
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

７
 
法
附
則
第
1
5
条
第
2
9
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
1
5
条
第
2
9
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

８
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
0
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
0
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

９
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
1
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

1
0
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
2
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

1
0
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
3
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

1
1
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
2
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

1
1
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
3
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
３
分

の
２
と
す
る
。
 

1
2
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
2
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
3
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

1
3
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
2
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
3
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
3
項
第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

1
4
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
2
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
4
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
3
項
第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合

は
２
分

の
１
と
す
る
。
 

 
1
5
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
6
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
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1
5
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
7
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

1
6
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
9
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

 
1
7
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
0
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と

す
る
。
 

1
6
 
法
附
則
第
1
5
条
第
3
9
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
５
分
の
４
と

す
る
。
 

1
8
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
2
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
５
分
の
４
と

す
る
。
 

1
7
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
4
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と

す
る
。
 

 

1
8
 
法
附
則
第
1
5
条
第
4
5
項
に
規
定
す
る
町
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と

す
る
。
 

 

1
9
 
（
略
）
 

1
9
 
（
略
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固

定
資
産
税

の
減

額
の
規

定
の
適
用
を

受
け
よ
う

と
す

る
者
が
す
べ
き
申
告
）
 

第
１
０
条
の
３
 
（
略
）
 

第
１
０
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
法
附
則
第
1
5
条
の
7
第
1
項
又
は
第
2
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行

規
則
附
則
第
７
条
第
３
項
に
規

定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
法
附
則
第
1
5
条
の
7
第
1
項
又
は
第
2
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
告

書
に

施
行
規

則
附
則
第
７

条
第
２
項

に
規

定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
町

長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
法
附
則
第
1
5
条
の
８
第
４
項
の
貸
家
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
高
齢
者
の
居

住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

（
平
成
1
3
年
法
律
第
2
6
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
の
登
録
を
受
け
た
旨
を
証
す

る
書
類
及
び
当
該
貸
家
住
宅
の
建
設
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
令
附
則
第
1
2
条
第

４
 
法
附
則
第
1
5
条
の
８
第

４
項
の

貸
家
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項

の
規

定
の

適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、

高
齢
者

の
居
住

の
安
定
確
保

に
関
す
る

法
律

（
平
成
1
3
年
法
律
第
2
6
号
）
第
７
条
第
１
項
 
 
 
の
登
録
を
受
け
た
旨
を
証
す

る
書
類
及
び
当
該
貸
家
住
宅
の
建
設
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
令
附
則
第
1
2
条
第
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2
1
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
補
助
を
受
け
て
い
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た

申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
1
項
第
２
号
 
に
規
定
す
る

補
助
を
受

け
て

い
る
旨

を
証
す
る
書

類
を
添
付

し
た

申
告
書
を
町
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

５
 
法
附
則
第
1
5
条
の
８
第
５
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
町
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
法
附
則
第
1
5
条
の
８
第
５
項
の

家
屋
に
つ
い
て

、
同
項
の
規

定
の
適
用

を
受

け

よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1
日
ま
で
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告

書
を
町
長

に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
1
2

条
第
2
4
項
に
お
い
て
準
用
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る

従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分
の
床
面
積
 

(
2
)
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
1
2

条
第
2
2
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る

従
前
の
権
利
に
対

応
す
る
部

分
の
床
面

積
 

(
3
)
 
（
略
）
 

(
3
)
 
（
略
）
 

６
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基

準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当

該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
を
証
す
る
書
類
及
び

当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令

附
則
第
1
2
条
第
2
6
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第

１
項
の
耐

震
基
準
適
合

住
宅
に
つ
い

て
、
同
項

の
規

定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
当

該
耐

震
基
準

適
合
住
宅
に

係
る
耐
震

改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、
次

に
掲

げ
る
事

項
を
記
載
し

た
申
告
書

に
当

該
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用

を
証
す
る

書
類

及
び
当

該
耐
震
改
修

後
の
家
屋

が
令

附
則
第
1
2
条
第
2
4
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
6
)
 
（
略
）
 

７
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の

高
齢
者
等
居
住
改
修
専
用
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安

全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７

条
第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

７
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第

４
項
の
高

齢
者
等
居
住

改
修
住
宅
又

は
同
条
第

５
項

の

高
齢
者
等
居
住
改
修
専
用
部

分
に
つ
い

て
、

こ
れ
ら

の
規
定
の
適

用
を
受
け

よ
う

と
す
る
者
は
、
同
条
第
４
項

に
規
定
す

る
居

住
安
全

改
修
工
事
が

完
了
し
た

日
か

ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を

記
載

し
た
申

告
書
に
施
行

規
則
附
則

第
７

条
第
８
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添

付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
3
)
 
（
略
）
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(
4
)
 
令
附
則
第
1
2
条
第
3
0
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当

該
者
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(
4
)
 
令
附
則
第
1
2
条
第
2
8
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当

該
者
が
同
項
各
号

の
い
ず
れ

か
に
該
当

す
る

か
の
別
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
1
2
条
第
3
1
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
、
居
住
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(
6
)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第
1
2
条
第
2
9
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
、

居
住
介
護

住
宅
改
修

費
及

び
介
護
予

防
住
宅
改
修

費
 

(
7
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
（
略
）
 

８
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
1
0
項
の
熱

損
失
防
止
改
修
専
用
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止

改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条

第
1
0
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
1
0
項
の
熱

損
失
防
止
改
修
専
用
部
分
に
つ
い
て

、
こ
れ

ら
の
規

定
の
適
用
を

受
け
よ
う

と
す

る
者
は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る

熱
損
失

防
止
改

修
工
事
が
完

了
し
た
日

か
ら

３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し

た
申
告

書
に
施
行
規

則
附
則
第

７
条

第
９
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付

し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
1
2
条
第
3
8
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
1
2
条
第
3
6
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
6
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 
（
略
）
 

９
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ

い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適

合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
1
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名

又
は
名
称
）
 

(
2
)
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
 

(
3
)
 
家
屋
の
建
築
年
月
日
及
び
登
記
年
月
日
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(
4
)
 
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(
5
)
 
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(
6
)
 
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
書
を
提
出

す
る
場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
 

1
0
 
法
附
則
第
1
5
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
又

は
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
1
5
条
の
９
第
９
項

に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
2
項
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏
名

又
は
名
称
）
 

(
2
)
 
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
床
面
積
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
 

(
3
)
 
家
屋
の
建
築
年
月
日
及
び
登
記
年
月
日
 

(
4
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(
5
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第
1
2
条
第
3
8
項
に

規
定
す
る
補
助
金
等
 

(
6
)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
後
に
申

告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
３
月
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
理
由
 

 

1
1
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
0
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施

行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
4
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写

９
 
法
附
則
第
1
5
条
の
1
0
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、

当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に

係
る

耐
震

改
修

が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以

内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申

告
書

に
施

行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
1
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
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し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
1
2
3
号
）
第

７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修

後
の
家
屋
が
令
附
則
第
1
2
条
第
2
6
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第
1
2
3
号
）
第

７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
の
規
定

に
よ

る
報
告

の
写
し
及
び

当
該
耐
震

改
修

後
の
家
屋
が
令
附
則
第
1
2
条
第
2
4
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
て
町
長
に
提

出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～
(
4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
1
4
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当

該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(
5
)
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
1
1
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当

該
耐
震
基
準
適
合

家
屋
に
係

る
耐
震
改

修
に

要
し
た
費

用
 

(
6
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 
（
略
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特

例
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
附
則
第
3
0
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
（
第

５
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9
年
３
月
3
1
日
ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
平
成
2
9
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則

第
3
0
条
第
４
項
第
１

号
及
び
第

２
号
に
掲

げ
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動

車

（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
に
限
る
。
次
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9
年
３
月
3
1
日
ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
平
成
2
9
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

に
限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
同
条
の

規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。
 

（
略
）
 

（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

５
 
法
附
則
第
3
0
条
第
６
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
9
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
平
成
3
0
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
3
0
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
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合
に
は
平
成
3
1
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第
3
0
条
第
７
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
9
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
平
成
3
0
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
3
0
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
平
成
3
1
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
３
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
 

 

７
 
法
附
則
第
3
0
条
第
８
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
8
2
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3

1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
3
0
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年
３
月
3

1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
3
1
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
に
限
り
、
第
４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
１
６
条
の
２
 
町
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
７
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽

自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

等
（
法
附
則
第
3
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
国
土
交
通
大
臣
の

認
定
等
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
町
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不

足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
8

 

第
１
６
条
の
２
 
削
除
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3
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納

期
限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国

土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申

請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽

り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た

こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承

継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
（
第
8
7
条
及
び
第
8
8
条
の
規

定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額

は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
1
0
0
分
の
1
0
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を

加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

４
 
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
1
9
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
中
「
納
期
限
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
納
期
限
（
附
則
第
1
6
条
の
２
第

２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

所
有
者
に
つ
い
て
の
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
と
し
、
当
該
」
と
す
る
。
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当

所
得
等
に

係
る

町
民
税

の
課
税
の
特

例
）
 

第
１
６
条
の
３
 
（
略
）
 

第
１
６
条
の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配
当
所
得
に
係
る
部
分

は
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
当
該
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
支

払
を
受
け
る
べ
き
年
の
翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
町
民
税
に
つ
い
て

特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
き
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
の
あ

る
第
3
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
次
に
掲

２
 
前
項
の
規
定
の
う
ち
、

租
税
特

別
措
置
法
第
８
条
の
４
第
２

項
に

規
定

す
る
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
以
下
こ

の
項
に

お
い
て

「
特
定
上
場

株
式
等
の

配
当

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
配
当
所
得

に
係
る

部
分
は

、
町
民
税
の

所
得
割
の

納
税

義
務
者
が
当
該
特
定
上
場
株
式
等
の

配
当
等

の
支
払

を
受
け
る
べ

き
年
の
翌

年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
町
民

税
に
つ

い
て
特

定
上
場
株
式

等
の
配
当

等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
き
前
項
の
規
定

の
適
用

を
受
け

よ
う
と
す
る

旨
の
記
載

の
あ

る
第
3
3
条
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
提
出
し
た
場
合
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げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
り
適
用
す
る
も
の
と
し
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配

当
所
得
に
つ
い
て
同
条
第
１
項
 
 
及
び
第
２
項
並
び
に
第
3
4
条
の
３
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
他

の
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
限
り
適
用
す
る
も
の
と
し
、
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税

義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を

受
け
る

べ
き
特
定
上
場
株
式
等
の
配

当
等

に
係

る
配

当
所
得
に
つ
い
て
第
3
3
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
3
4
条
の
３
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当

該
納
税

義
務
者
が
前
年
中
に
支
払
を

受
け

る
べ

き
他

の
特
定
上
場
株
式
等
の
配
当

等
に
係

る
配
当
所
得
に
つ
い
て
、
前

項
の

規
定

は
、

適
用
し
な
い
。
 

(
1
)
 
第
3
3
条
第
４
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
 

 

(
2
)
 
第
3
3
条
第
４
項
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
申

告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ

れ

た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が

適

当
で
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
。
 

 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得

に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の

た
め
に
土

地
等

を
譲
渡

し
た
場
合
の

長
期
譲
渡

所
得

に
係
る
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）
 

第
１
７
条
の
２
 
昭
和
6
3
年
度
か
ら
平
成
3
2
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡

所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土

地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲

渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲

渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第

１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
譲

渡
所
得
を
除
く
。

次
項
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課

す
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と

第
１
７
条
の
２
 
昭
和
6
3
年
度
か
ら
平
成
2
9
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
町
民

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税

義
務
者

が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に

規
定

す
る

譲
渡

所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土

地
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い

て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項

に
規

定
す

る
譲

渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て

同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お

い
て

、
当

該
譲

渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る

優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲

渡
を
い

う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に

お
け

る
前

条
第

１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の

規
定

の
適
用
を

受
け
る
譲

渡
所
得
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に

係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に

対
し

て
課

す
る
町
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
同
項
の
 
 
 
 
 
 
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
 
 
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
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す
る
。
 

す
る
。
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

(
1
)
・
(
2
)
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
平
成
3
2
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
1
0
項
の

規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
 
 
 
 
、
当
該
譲
渡
は
、
確
定
優
良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
6
3
年
度
か
ら
平
成
2
9
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の

町
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の

納
税
義

務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１

項
に

規
定

す
る

譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土

地
等
の

譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て

、
当

該
譲

渡
が

確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
５
項
に
規

定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等

予
定
地

の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る

と
き
に

お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定

す
る

譲
渡

所
得

に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得

金
額
に

対
し
て
課
す
る
町
民
税
の
所

得
割

に
つ

い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法
附
則
第
3
4
条
の
２
第
９
項
の

規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
譲
渡
は

、
確

定
優

良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲

渡
で
は

な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特

例
適
用
配

当
等

に
係
る

個
人
の
町
民

税
の
課
税

の
特

例
）
 

第
２
０
条
の
２
 
（
略
）
 

第
２
０
条
の
２
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
特
例
適
用
配
当
等
申
告
書
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
民
税

の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
に

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
特
例
適

用
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
号

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、

特
例
適

用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生

じ
た

年
の

翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ

の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
も

の
及
び
そ
の
提
出
期
限
後
に

お
い

て
町

民
税

の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ

る
時
ま

で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
限

り
、

そ
の

時
ま

で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
含
む
。
）
に

前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ

う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る

と
き

（
こ

れ
ら

の
申
告
書
 
 
 
 
 
 
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ

る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。
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に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

同
項
後
段
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
 
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2
)
 
第
3
6
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

確

定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
町
民
税
の
課
税
の
特

例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条

約
適
用
配

当
等

に
係
る

個
人
の
町
民

税
の
課
税

の
特

例
）
 

第
２
０
条
の
３
 
（
略
）
 

第
２
０
条
の
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出

さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
。
）
に
前
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ

る
と
き
（
条
約
適
用
配
当
等
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が
い
ず
れ
も

提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
、
同
項
後
段
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
町
長

が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
)
 
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
 

４
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、

条
約
適

用
配
当
等
に
係
る
所
得
が
生

じ
た

年
の

翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ

の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町

民
税
の

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告

書
を
含
む
。
）
に
前
項
後
段

の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

旨
の

記
載

が
あ

る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
 
 
 
 
 
 
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
と
町
長

が
認
め

る
と
き
を
含
む
。
）
に
限
り

、
適

用
す

る
。
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(
2
)
 
第
3
6
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
前
号

に
掲
げ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

確

定
申
告
書
に
限
る
。
）
 

 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
（
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
3
4
条
の

９
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中

「
又
は
同
条
第
６
項
」
と
あ
る

の
は
「
若
し
く
は
附
則
第
2
0
条
の
３
第
３
項
前
段
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等

（
以
下
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
同
条
第
４
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
申
告

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
当
該
条
約

適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
（
条
約
適

用
配
当
等
申
告
書
に
こ
れ
ら
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
条
約
適
用
配
当
等

に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
条
約
適
用
配
当
等
の
額
に
つ
い
て

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
及
び
法
第
２
章
第
１
節
第
５
款
の
規

定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
3
3
条
第
６
項
」
と
、
同
条
第
３

項
中
「
法
第
3
7
条
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２

の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
3
7
条
の
４
」
と
す
る
。

６
 
租
税
条
約
等
実
施
特
例

法
第
３
条

の
２
の
２
第

１
項
の
規
定

の
適
用
が

あ
る

場

合
（
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
3
4
条
の

９
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条

第
１

項
中
「

又
は
同
条
第

６
項
」
と

あ
る

の
は
「
若
し
く
は
附
則
第
2
0
条
の
３
第
３
項
前
段
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等

（
以
下
「
条
約
適
用
配
当
等

」
と
い
う

。
）

に
係
る

所
得
が
生
じ

た
年
の
翌

年
の

４
月
１
日
の
属
す
る
年
度
分
の
第
3
6
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ

の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
町

民
税
の

納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る

時
ま

で
に

提
出

さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
3
6
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告

書
を
含
む
。
）
に
こ
の
項
の

規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

及
び

当
該

条
約

適
用
配
当
等
に
係
る
所
得
の

明
細
に

関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る

場
合

（
こ

れ
ら

の
申
告
書
 
 
 
 
 
 
に
こ
れ
ら
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
と
町
長
が
認
め
る
と

き
を
含

む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
条

約
適

用
配

当
等

に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算

の
基
礎

と
な
つ
た
条
約
適
用
配
当
等

の
額

に
つ

い
て

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う

所
得
税

法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の

特
例

等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
4
4
年
法
律
第
4
6
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と

い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２

第
１
項

の
規
定
及
び
法
第
２
章
第
１

節
第

５
款

の
規

定
に
よ
り
配
当
割
額
を
課
さ
れ
た
と
き
、
又
は
第
3
3
条
第
６
項
」
と
、
同
条
第
３

項
中
「
法
第
3
7
条
の
４
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
３
条
の
２

の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
3
7
条
の
４
」
と
す
る
。
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江
差

町
税

条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 
 
新

旧
対

照
表
 

附
則
第
５
条
に
よ
る
改
正
（
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
6
年
条
例
第
８
号
）
）
 

改
正
後
 

改
正

前
 

附
 
則
 

附
 

則
 

第
６
条
 
平
成
２
７
年
３
月
3
1
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
6
0
条
第
１
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た

３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し

て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
町
税
条

例
第
8
2
条
及
び
 
 
附
則
第
1
6

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
8
2
条
第
２
号
ア
(
2
)
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

第
8
2
条
第
２
号
ア

(
3
)
(
i
)
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
0
,
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

第
8
2
条
第
２
号
ア

(
3
)
(
i
i
)
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
 

附
則

第
1
6
条

第
１

項
 

第
8
2
条
 

町
税
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
2
6
年
条
例
第
８
号
。

以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
平
成
2
6
年
改
正
条

例
」
と
い
う
。
）
附
則

第
６
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
第
8
2
条
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
2
)
の
項
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則
第
６
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て

第
６
条
 
平
成
２
７
年
３
月
3
1
日
以
前
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
6
0
条
第
１
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の

指
定
を
受

け
た
３
輪

以
上
の
軽
自

動
車
に
対
し

て
課
す
る
軽
自
動
車
税
 
 
 
 
 
 
 
 
に
係
る
新
条
例
第
8
2
条
及
び
新
条
例
附
則
第
1
6

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は

、
そ
れ
ぞ

れ
同

表
の
右
欄

に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

 

新
条
例
第
8
2
条
第
２
号

ア
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
0
,
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
 

新
条
例
附
則
第
1
6
条

第

１
項
の
表
以
外
の
部

分
 

第
8
2
条
 

町
税

条
例
等
の
一
部

を
改

正
す
る
条
例
）

（
平
成
2
6
年
条
例
第

８
号

。
以
下
こ
の
条
に

お
い

て
「

平
成
2
6
年

改

正
条

例
」
と
い
う
。
）

附
則

第
６
条
の
規
定

に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用

さ
れ
る
第
8
2
条
 

新
条
例
附
則
第
1
6
条

第

１
項
の
表
第
２
号
ア

の

項
 

第
２

号
ア
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則

第
６
条
の
規
定

に
よ

り
読
み
替
え
て
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適
用
さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
2
)
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
の

項
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則
第
６
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
0
,
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
の

項
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則
第
６
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
 

 

適
用

さ
れ
る
第
8
2
条

第
２

号
ア
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
0
,
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
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江
差

町
税

条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 
新
旧

対
照

表
 

附
則
第
６
条
に
よ
る
改
正
（
江
差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
8
年
条
例
第
1
7
号
）
）
 

改
正
後
 

改
正

前
 

第
１
条
の
２
 
江
差
町
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
１
条
の
２
 
江
差
町
税
条
例
の

一
部
を
次

の
よ
う

に
改
正
す
る

。
 

（
中
略
）
 

（
中
略
）
 

附
則
第
1
6
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
を
削
る
。
 

附
則
第
1
6
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
を
削
る
。
 

附
則
1
6
条
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

 

第
1
6
条
の
２
 
削
除
 

 

 
 

（
江
差
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
 

（
江
差
町
税
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
改
正
）
 

第
２
条
 
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
6
年
条
例
第
８
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
２
条
 
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
6
年
条
例
第
８
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
 

附
則
第
６
条
の
表
新
条
例
附
則
第
1
6
条
第
１
項
の
表
第
8
2
条
第
２
号
ア
の
項
の

項
の
左
欄
及
び
中
欄
中
「
第
8
2
条
第
２
号
ア
」
を
「
第
２
号
ア
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
６
条
中
「
軽
自
動

車
税
」
の
下
に
「
の
種
別

割
」
を

加
え
、
「
新

条
例
第

8
2
条
及
び
新
条
例
」
を
「
町
税
条
例
第
8
2
条
及
び
」
に
改
め
、
「
左
欄
に
掲
げ
る
」

の
次
に
「
同
条
例
の
」

を
加
え
、
同
条
の
表
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。
 

第
8
2
条
第
２
号
ア
(
2
)
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

第
8
2
条
第
２
号
ア

(
3
)
(
i
)
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
万
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

第
8
2
条
第
２
号
ア

(
3
)
(
i
i
)
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
 

附
則

第
1
6
条

第
１

項
 

第
8
2
条
 

町
税

条
例
等
の
一
部

を
改

正
す
る
条
例
（
平

成
2
6
年
条
例
第
８
号
。
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以
下

こ
の
条
に
お

い

て
「
平
成
2
6
年
改
正
条

例
」
と

い
う
。
）
附
則

第
６

条
の
規
定
に
よ

り
読

み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
第
8
2
条
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
2
)
の
項
 

第
２
号
ア
(
2
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則

第
６
条
の
規
定

に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用

さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
2
)
 

3
,
9
0
0
円
 

3
,
1
0
0
円
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
の

項
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則

第
６
条
の
規
定

に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用

さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
)
 

6
,
9
0
0
円
 

5
,
5
0
0
円
 

1
万
8
0
0
円
 

7
,
2
0
0
円
 

附
則
第
1
6
条
第
１
項
の

表
第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
の

項
 

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
 

平
成
2
6
年
改
正
条
例

附
則

第
６
条
の
規
定

に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用

さ
れ
る
第
8
2
条

第
２
号
ア
(
3
)
(
i
i
)
 

3
,
8
0
0
円
 

3
,
0
0
0
円
 

5
,
0
0
0
円
 

4
,
0
0
0
円
 

附
 
則
 

附
 

則
 

（
施
行
期
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
略
 

第
１
条
 
略
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(
1
)
 
略
 

(
1
)
 
略
 

(
2
)
 
第
１
条
中
町
税
条
例
附
則
第
1
6
条
の
改
正
規
定
及
び
第
２
条
の
規
定
並
び
に

附
則
第
３
条
の
２
の
規
定
 

平
成
2
9
年
4
月
1
日
 

(
2
)
 

第
１
条
中
町
税
条
例
附
則
第
1
6
条
の
改
正
規
定
及
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
則
第
３
条
の
２
の
規
定
 

平
成
2
9
年
4
月
1
日
 

(
3
)
 
略
 

(
3
)
 
略
 

(
4
)
 
第
１
条
の
２
の
規
定
及
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
7
年
条
例
第
2
0
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項
の
表
第
1
9
条
第

３
号
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
9
8
条
第
１
項
」
を
「
第
8
1
条
の
６
第
１
項
の
申
告

書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
２
条
の
２

及
び
第
４
条
の
規
定
 

平
成

3
1
年
1
0
月
１
日
 

(
4
)
 
第
１
条
の
２
及
び
第
２
条
の
規
定
並
び
に
第
３
条
中
町
税
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
平
成
2
7
年
条
例
第
2
0
号
）
附
則
第
６
条
第
７
項
の
表
第
1
9
条
第

３
号
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
9
8
条
第
１
項
」
を
「
第
8
1
条
の
６
第
１
項
の
申
告

書
、
第
９
８
条
第
１
項
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附

則
第
２
条

の
２

及
び
第
４
条
の
規
定
 

平
成

3
1
年
1
0
月
１
日
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改
 
正
 
条
 
項

○
第

２
３

条
関

係

（
保

険
税

の
軽

減
）
　
①
　
２
割
軽
減
の
拡
大
・
・
・
軽
減
対
象
と
な
る
基
準
額
を
引
き
上
げ
る
。
（
収
入
ベ
ー
ス
で
１
人
あ
た
り
１
万
円
増
額
）

（
現
　
行
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
４

８
万

円
×
被
保
険
者
数
　
（
給
与
収
入
　
約
２
７
８
万
円
　
３
人
世
帯
）

（
改
正
後
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
４

９
万

円
×
被
保
険
者
数
　
（
給
与
収
入
　
約
２
８
３
万
円
　
３
人
世
帯
）

　
②
　
５
割
軽
減
の
拡
大
・
・
・
軽
減
対
象
と
な
る
所
得
基
準
額
を
引
き
上
げ
る
。
【
収
入
ベ
ー
ス
で
１
人
あ
た
り
５
千
円
増
】

（
現
　
行
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
２

６
．

５
万
円
×
被
保
険
者
数
　
【
給
与
収
入
　
約
１
８
６
万
円
、
３
人
世
帯
】

（
改
正
後
）

　
基
準
額
　
３
３
万
円
＋
２

７
万
円
　
　
×
被
保
険
者
数
 
 
【
給
与
収
入
　
約
１
８
８
万
円
、
３
人
世
帯
】

[
現
　
行
]

[
改
正
後
]

応
能
分
（
約
５
０
％
）

応
能
分
（
約
５
０
％
）

７
割

５
割

２
割

７
割

５
割

２
割

軽
減

軽
減

応
益
分
（
約
５
０
％
）

応
益
分
（
約
５
０
％
）

※
　
給
与
収
入
、
３
人
世
帯
の
場
合

 1
  

低
所

得
者

の
保

険
税

に
対

す
る

財
政

支
援

の
強

化
（

応
益

割
保

険
税

の
軽

減
対

象
世

帯
の

拡
大

）

江
差

町
国

民
健

康
保

険
税

条
例

の
一

部
改

正
の

概
要

改
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
概
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要

収
入

保 険 料 額

９
８
万
円

１
８
８
円

２
８
３
万
円

１
８
８
万
円

２
８
３
万
円

32

資料２



江
差
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正
後
 

改
正

前
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の

減
額
）
 

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
５
２
０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
５
２
０
，
０
０
０
円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
７
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
は
１
７
０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
１
６
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
６
０
，
０
０
０
円
）
の
合
算
額
と
す
る
。
 

第
２
３
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る

国
民
健
康
保

険
税
の
納
税

義
務
者
に

対
し

て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の

額
は
、
第

２
条
第
２
項

本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア

及
び
イ
に
掲
げ
る
額
を
減
額

し
て
得
た

額
（
当
該
減

額
し
て
得
た
額
が
５
２
０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に

は
５
２
０

，
０
０
０
円

）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

か
ら
ウ
及

び
エ
に
掲
げ

る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

１
７
０
，

０
０
０
円
を

超
え
る
場
合
に
は
１
７
０
，

０
０
０
円
）
並
び
に
同
条
第

４
項
本
文

の
介
護
納
付

金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に

掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た

額
（
当
該

減
額
し
て
得

た
額
が
１
６
０
，
０
０
０
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
１
６

０
，
０
０

０
円
）
の
合

算
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
１
）
 
（
略
）
 

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１

人
に
つ
き
、
２
７
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る

納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に

規
定

す
る

総
所
得
金

額
及
び
山
林

所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，

０
０
０
円
に

被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世

帯
所
属
者

１

人
に
つ
き
、
２
６
５
，

０
０
０
円
を

加
算
し
た
金
額

を
超
え
な
い

世
帯
に
係

る

納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の
５
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，
０
０
０
円
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１

人
に
つ
き
４
９
０
，
０
０
０
円
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納

税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
法
第
７
０
３
条
の

５
に

規
定

す
る

総
所
得
金

額
及
び
山
林

所
得
金
額
の

合
算
額
が
、
３
３
０
，

０
０
０
円
に

被
保
険
者
及
び

特
定
同
一
世

帯
所
属
者

１

人
に
つ
き
４
８
０
，
０

０
０
円
を
加

算
し
た
金
額
を

超
え
な
い
世

帯
に
係
る

納

税
義
務
者
（
前
２
号
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

 

ア
～
カ
 
（
略
）
 

ア
～
カ
 
（
略
）
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12

　都道府県知事等は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、報告を受けた土地を、以下のとお

り健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域（以下「要措置区域等」

という）に指定します。

　土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌

溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、

土壌汚染の摂取経路がある区域です。

　健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染

の除去等の措置が必要です。

（１）要措置区域 （２）形質変更時要届出区域

　土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌

溶出量基準又は土壌含有量基準に適合してい

ませんが、土壌汚染の摂取経路がない区域です。

　健康被害が生ずるおそれがないため、汚染

の除去等の措置は必要ではありません。

区域の指定について

土壌汚染状況調査結果を都道府県知事等へ報告

健康被害のおそれの有無の考え方

●周辺の土地において地下水の飲用等

があるかどうか

●人が立ち入ることができる土地かど

うか

土壌溶出量基準／土壌含有量基準を超える有害物質が

あるかないか
（土壌溶出量基準及び土壌含有量基準への適合性判断）

ある

ない

（基準不適合）

（基準適合）

健康被害のおそれが

あるかないか

規制対象

おそれあり おそれなし

要措置区域（法第6条） 形質変更時要届出区域（法第11条）

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそ

れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

●汚染の除去等の措置を都道府県知事等が指示

（法第7条）

●土地の形質の変更の原則禁止（法第9条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそ

れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域（摂

取経路の遮断が行われた区域を含む。）

●土地の形質の変更時に都道府県知事等に計画の届

出が必要　（法第12条）

「要措置区域」「形質変更時要届出区域」に指定されるまで

規制対象外

×

土壌汚染対策法の概要4

34

土壌汚染対策法における区域の指定について
（環境省・(公財)日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」）

※　赤点線は、旧江差駅跡地が該当するところ。
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⑦ Appendix-15. 測定方法に係る補足事項 

 

【出典；土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第２版）平成 24年 8月 環境省〔参考資料〕】 
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1． 業務目的 

本業務は、調査対象地における土壌汚染対策法（平成 14年 5月 29日 法律第 53号、最終改

正 平成 26年 6月 4日 法律第 51号）に基づく鉛及びその化合物による汚染の状況を把握する

ことを目的とする。 

なお、本業務の詳細調査は、先行して行った「基本となる調査」の調査結果を踏まえ、土壌汚

染対策法施行規則（平成 14年 12月 26日 環境省令第 29号、最終改正 平成 28年 3月 29日 環

境省令第 3号）に基づいて行った。 

 

 

2． 業務内容 

業務項目及び内容を表１に示す。 

 

表１ 業務項目及び内容 

業 務 項 目 内  容 数  量 

計画準備 業務内容の把握、業務計画書の作成 １式 

土壌調査業務 

機械ボーリング 表層より１０ｍ ４孔 

土壌採取 表層から１ｍ毎 ４０箇所 

地下水採取 表層から１０ｍまでの中間部位 ４箇所 

土壌分析業務 

土壌溶出量 鉛及びその化合物 ４０検体 

土壌含有量 鉛及びその化合物 ４０検体 

地下水 鉛及びその化合物 ４検体 

調査結果の整理 ボーリング柱状図の作成、分析結果の整理 １式 

報告書の作成 土壌・地下水の汚染状況のとりまとめ １式 

 

 

3． 調査対象地 

調査対象地位置図を図１に、調査地点位置図を図２に示す。 

調査対象地は、図１に示す檜山郡江差町字陣屋町 127 番 4,5,6,8,9,10,11,12,13、129 番 27

の一部、字南が丘 7番 157の檜山郡江差町所有地内とした。 

また、詳細調査で試料採取等を行った対象区画は、Ｂ－１－２、Ｂ－１－４、Ｂ－２－３

及びＢ－３－２の４箇所とした。 
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4 

4444．．．． 業務工程業務工程業務工程業務工程    

業務工程は以下のとおりである。 

 

・計画準備 

平成 29 年 1 月 19 日～24 日 

 

・機械ボーリング 

平成 29 年 1 月 25 日～平成 29 年 2 月 4 日（巻末資料のボーリング柱状図参照） 

 

・土壌・地下水採取 

ボーリング地点 土壌採取日 地下水採取日 

Ｂ－１－２ 平成 29 年 1 月 29 日～30 日 平成 29 年 2 月 8 日 

Ｂ－１－４ 平成 29 年 1 月 25 日～28 日 平成 29 年 2 月 8 日 

Ｂ－２－３ 平成 29 年 2 月 3 日～4 日 平成 29 年 2 月 8 日 

Ｂ－３－２ 平成 29 年 2 月 1 日～3 日 平成 29 年 2 月 8 日 

 

・土壌・地下水分析 

平成 29 年 2 月 6 日～平成 29 年 2 月 17 日（土壌溶出量及び土壌含有量） 

平成 29 年 2 月 8 日～平成 29 年 2 月 17 日（地下水） 

 

・調査結果の整理 

平成 29 年 2 月 20 日～平成 29 年 2 月 22 日 

 

・報告書の作成 

平成 29 年 2 月 23 日～平成 29 年 2 月 24 日 
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5555．．．． 試料採取方法、試料採取方法、試料採取方法、試料採取方法、測定方法、測定方法、測定方法、測定方法、分析試験方法及び定量下限値分析試験方法及び定量下限値分析試験方法及び定量下限値分析試験方法及び定量下限値    

5.15.15.15.1    試料採取方法試料採取方法試料採取方法試料採取方法    

試料採取方法を表２に示す。また、設置した地下水調査用の観測孔においては、水温及び

地下水位を計測した。 

表２ 試料採取方法 

調 査 項 目 試 料 採 取 方 法 

第二種

特定有

害物質 

鉛及びその化合物 

土壌 

機械ボーリングにより採取したコアを持ち帰り、分析室内でコ

ア箱から、1ｍ、2ｍ、3ｍ、4ｍ、5ｍ、6ｍ、7ｍ、8ｍ、9ｍ、10ｍの深

さの土壌を 10 試料採取した（合計：４孔×10 試料＝40 検体）。 

次に、分析室で採取した土壌を風乾後、中小礫、木片等を除

き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属性の 2mm の目のふるいを

通過させた。 

地下水 

図２の４地点に設置した深さ 10ｍの観測孔を利用し、水中ポン

プを用いて地下水を４試料採取した。 

採取した地下水は、調査対象とする物質が付着、吸着又は溶

出しない試料容器に分取した。また、現地で試料を 10 分から 30

分程度静置した後、上澄み液を孔径 0.45µm のメンブランフィル

ターでろ過し、保冷箱を利用して運搬した。 

 

5.25.25.25.2    測定測定測定測定方法方法方法方法、分析試験方法、分析試験方法、分析試験方法、分析試験方法及び定量下限値及び定量下限値及び定量下限値及び定量下限値    

測定方法を表３に、分析試験方法及び定量下限値を表４に示す。 

表３ 測定方法 

調 査 項 目 測 定 方 法 

第二種

特定有

害物質 

鉛及びその化合物 

土壌 

・土壌汚染対策法施行規則第 6 条第 3 項及び同条第 4 項 

・土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 

（平成 15 年 3 月 6 日環境省告示第 18 号） 

・土壌含有量調査に係る測定方法を定める件 

（平成 15 年 3 月 6 日環境省告示第 19 号） 

地下水 
・地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件 

（平成 15 年 3 月 6 日環境省告示第 17 号）  
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表４ 分析試験方法及び定量下限値 

調 査 項 目 分 析 試 験 方 法 定量下限値 

溶
出

量
試

験
 

検液の作成 平 3 環境庁告示第 46 号付表  

鉛及びその化合物 JIS K 0102 の 54.3 0.005 ㎎/Ｌ 

含
有

量
試

験
 

検液の作成 平 15 環境省告示第 19 号付表  

鉛及びその化合物 JIS K 0102 の 54.3 10 ㎎/㎏-dry 

地
下
水
試
験 鉛及びその化合物 JIS K 0102 の 54.3 0.005 ㎎/Ｌ 
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6666．．．． 調査調査調査調査結果結果結果結果    

6.16.16.16.1    分析分析分析分析試験試験試験試験結果結果結果結果    
分析試験結果を先行して行った「基本となる調査」の結果とともに、表５に示す。このうち、

基準を超過した区画を図３に示す。 

深度方向の「詳細調査」の結果、調査対象とした区画の表層を除く全深度で「鉛及びその化合

物」について、土壌汚染対策法施行規則第 28 条第 1 項の土壌溶出量基準及び同条第 2 項の土壌

含有量基準以下であった。また、地下水についても同規則第 7 条の地下水基準以下であった。 

 

6.26.26.26.2    土壌汚染の有無の評価土壌汚染の有無の評価土壌汚染の有無の評価土壌汚染の有無の評価    
土壌汚染の有無の評価を表６に示す。 

土壌汚染の有無の評価については、先行して行った「基本となる調査」のＢ－１－２、Ｂ－１

－４、Ｂ－２－３及びＢ－３－２の調査対象区画において、表層試料（地表～0.5ｍ）のみが土

壌汚染対策法施行規則第 31 条に規定される「区域の指定に係る基準」を超過していた。 

以上のことから、これらの対象区画は、表６に示すように「鉛及びその化合物」について、「基

準に適合しない汚染状態にある土地」と評価され、地表から深度 1.0ｍまでが汚染土壌となる。 

 

表６ 土壌汚染の有無の評価 

調査対象区画 特定有害物質 土壌汚染の有無の評価 
対象面積 

（㎡） 

汚染深度 

（ｍ） 

対象土量 

（ｍ3） 

Ｂ－１－２ 

鉛及びその化合物 

土壌溶出量基準に適

合しない汚染状態にあ

る土地 

45.91 0～1.0 45.91 

Ｂ－１－４ 

土壌溶出量及び土壌

含有量基準に適合しな

い汚染状態にある土地 

100.00 0～1.0 100.00 

Ｂ－２－３ 

土壌溶出量及び土壌

含有量基準に適合しな

い汚染状態にある土地 

100.00 0～1.0 100.00 

Ｂ－３－２ 

土壌溶出量基準に適合

しない汚染状態にある

土地 

100.00 0～1.0 100.00 
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